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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
実
現
に
向
け
た
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
促
進
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
事
業
実
施
期
間
を
延
長
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
安
心
と
成

長
の
未
来
を
拓
く
総
合
経
済
対
策
」
（
令
和
元
年
十
二
月
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
実
現
」

の
う
ち
校
内
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
本
補
助
金
」

と
い
う
。
）
は
令
和
元
年
度
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十

四
号
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
度
に
繰
り
越
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
同
年
度
内
に

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 

 
 

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
本
補
助
金
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
同

年
度
中
に
学
校
内
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
完
了
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
を
情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、
本

事
業
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
民
間
事
業
者
に
対
し
て
も
協
力
の
要
請
や
本
事
業
の
周
知
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
委
託
等
の
手
法
」
、
「
整
備
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
」
及
び
「
一
人
一
台
端
末
の
活
用
に
耐
え
う
る
環
境

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
な
ど
と
補
助
要
件
を
緩
和
す
る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
く
、
ま
た
、
本
補
助
金
の
具
体
的
な
交
付
要
件
等
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
現
在
検
討
中
で
あ
る
が
、
委

託
契
約
で
学
校
内
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
補
助
金
の
補
助
対
象
と
し
、
本
補
助
金

の
交
付
申
請
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
簡
素
化
を
図
る
考
え
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
校
外
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
及
び
維
持
管
理
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
令
和
二
年
度
予
算
に
お
い
て
、
教
育
Ｉ
ｏ
Ｔ
等
の
高
度
無
線
環
境
の
実
現
に
向
け
て
、
過
疎
地
域
等
の
条
件
不

利
地
域
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
や
電
気
通
信
事
業
者
等
が
無
線
局
の
開
設
に
必
要
な
光
フ
ァ
イ
バ
等
を
整
備
し
た
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
整
備
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
係
る
経
費
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


